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研究成果の概要（和文）：本研究は、DV被害者の生活再建のあり方と自立支援策を探ることを目的とした。そのために
、当事者に関する社会福祉のサービスの実態、直接支援に関わる民間支援団体等の支援の実態を明らかにすることを試
みた。調査の主な結果は以下のとおりである。
①DV被害者当事者からは、生活再建した後も、加害者からの追跡、本人の精神的不安定、子どもの育ちなどの不安、住
居移転などの事例がみられた。②緊急一時保護委託の母子生活支援施設では、十分な対応ができていないとの回答が多
かった。③北海道内のシェルターにおいては、民間主導で一時保護が実施されていること、最近の傾向として過剰な安
全性重視と本人の意思が一致しない事例もみられた。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to explore the way and independence support measures 
of life reconstruction of DV victims. To that end, social welfare services of the actual situation of the 
party, we were interviewed in order to clarify the actual situation of private aid organizations involved 
in the assistance. The results are as follows.
The first, by the word of DV victims, tracing from the perpetrator, mental instability of the person, 
anxiety, such as children grew up, also continue after the life reconstruction. In addition, there are 
cases that are residential relocation. Second, the mother and child life support facilities of emergency 
temporary custody commission, and not be a sufficient response, were many of the respondents. Third, in 
the shelter in the Hokkaido, temporary protection has been carried out in the private sector. Recently, 
in order to focus on safety, it was seen many cases that ignores the will of the person.

研究分野： 社会福祉学
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１．研究開始当初の背景 
2001 年に成立した「配偶者からの暴力及

び被害者の保護に関する法律(以下、ＤＶ防止
法）」は、3 度の改定を経て、法成立当初の「保
護」中心施策は自立支援策へと転換し、現在
はさらに社会的認知も広がり被害者の一時
保護制度も整いつつある。しかしながら、Ｄ
Ｖ被害者の生活再建・回復への支援は社会制
度として不十分であり、ＤＶ被害者は加害者
から避難してきたという特殊な事情を抱え
つつ、被害者でありながら自分自身の身を徹
底して隠さなければならない状況がある。さ
らに、ＤＶ被害者が生活再建しようとすると
き、多くは母子世帯あるいは単身女性世帯へ
と世帯のかたちを変える。それらは一般的に、
経済的な困難を抱え、脆弱で貧困に陥りやす
い世帯であることは多くの先行研究によっ
て明らかにされている（岩田正美・湯澤直美
など）。 
ＤＶ被害者を避難させるときは一時保護

となるが、都道府県の一時保護所だけでは不
足しており、事実上、民間シェルター（女性
専用施設）がその役割を大きく担っている。
民間シェルターは全国に約 100 団体存在し、
行政委託を受けた緊急一時保護施設として
相談から自立までの多様な支援と責任を求
められる一方で、財政難や安全確保などの問
題を抱え、被害当事者における困難、制度矛
盾などのジレンマを経験している。とくに地
方のシェルター数は十分でないうえに、財政
難から閉鎖を余儀なくされるところもあっ
た(朝日新聞 2007.4.21)。都道府県の財政的支
援にも格差があるなか、2010 年に総務省が
実施した「住民生活に光をそそぐ交付金」(Ｄ
Ｖ対策)は画期的ではあったが継続はされな
かった。 
 
２．研究の目的 
本研究は、DV の被害者における生活再建

のあり方と自立支援施策に関する研究であ
る。ＤＶ被害者のニーズを把握して分析し、
地方自治体と民間支援団体がとるべきＤＶ
施策のあり方を検討することを目的とした。
そのために、（1）ＤＶ被害者における就労・
医療・社会福祉・社会保障制度などの現状を
明らかにし、（2）直接支援に関わる民間支援
団体と地方自治体における支援の実態と分
析を行い、地域特性を踏まえた自治体のＤＶ
施策の特徴を明らかにする。そのうえで、再
び地域コミュニティへ参入する場合の自立
支援策のあり方をと課題を見出すことを目
指した。 
 
３．研究の方法 
 主にＤＶ被害当事者へのインタビュー調
査と、民間シェルターへのインタビュー調査
を実施した。さらに DV 防止法による「基本
計画」の分析とを行い、重層的に検討した。
とくに、地域特性を踏まえた地方自治体のＤ
Ｖ施策の特徴と課題を見出すことを目指し

たので、研究代表者が所在する北海道から分
析を行った。 
（1）ＤＶ被害者へのインタビュー調査（質
的調査）の実施 
（2）北海道内の民間シェルターへのインタ
ビュー調査（質的調査） 
（3）北海道内の「基本計画」の分析を行い、
アンケート調査と相互的に検討・分析を行っ
た。 
 
４．研究成果 
研究目的に即して、当事者に関する社会福

祉のサービスの実態、直接支援に関わる民間
支援団体等の支援の実態に焦点をあてて分
析を行った。 
（1）調査の主な結果うち、北海道内のシェ
ルターにおいては、民間主導で一時保護が実
施されていること、最近の傾向として安全性
を重視するがゆえに、過剰な保護の事例も少
数であるがみられた。 
北海道を対象として行った基本計画の分

析では、市町村 DV 基本計画の策定自体が独
自でなされているところは、35 市中 4市のみ
であった。全国と比較すると策定状況は遅れ
ているといえる。DV 施策が独自になところは、
対応が必要な DV が発生した場合、近隣の市
町村の DV センターと協働して支援している
ことが明らかになった。 
（2）次に、DV 被害当事者からのインタビュ
ーからは、生活再建した後も、加害者からの
追跡、本人の精神的不安定、子どもの育ちな
どの不安、住居移転などの事例がみられた。 
経済的な自立の視点からは、DV からの避難

により民間シェルターに入所した DV 被害者
は、入所時との比較において、退所時に有職
率が大幅に下がったことがあった。その理由
として次のことが考えられる。第一に離職の
必然性に迫られるということがある。加害者
のもとから避難するために、その前後に辞め
る（辞めざると得ない）といったことが、ほ
とんどのＤＶ被害者にみられた。1 ケースを
除き、退所時・後も、危険を回避するために、
再び元の職場に戻っている者はいなかった。
たとえ、同じ職業を選んだとしても、一旦離
職して、別の職場を探している。あるいは、
職場の理解者がいることが前提であるが、同
じ組織内であっても、配置転換を行っていた
ケースが存在した。加害者の追跡から逃れる
ために、働く場所の変更を強いられていた。 
インタビューの事例では、「避難することを
決めてからの短い間、1 ヶ月先までの仕事を
1 日で仕上げ、来月分までの提出予定の請求
書などを PC に入力してわかるようにし、仕
事内容をノート全て書き置いてきた」という
ことが語られていた。この事例は、短期間と
はいえ事前に仕事の「引き継ぎ」をしている
稀なケースであり、多くはそれもできないこ
とが多い。どちらにしても周囲にすれば突然
これまで勤務していた人が理由もなくいな
くなるということが起き、当事者は DV の問



題が解決したとしても、再びその職場やその
人間関係を元に戻すことは困難であろう。 
第二に、全てではないが、退所時点におい

てなお、ＤＶ被害者は支援の必要な状態にあ
ることが認められた。緊急一時保護としての
民間シェルターを退所後、婦人保護施設、母
子生活支援施設などに入所する者は、民間シ
ェルターを緊急一時的な場所として利用し、
その後の支援は次の施設でなされることに
なる。それらのケースは、再び、その先の場
所で、今後の支援について支援計画が再考さ
れることになる。また、家族や親戚宅、ある
いは知人や友人宅などに依存しているのは、
独立した生活を営むことが経済的に困難で
あるため、取りあえず住宅費が不要な、自分
の身内などの理解者に支援を求めている様
子がうかがえる。 
就労に関して言えば、短期間では、再就職

活動に至ることが困難なことが読みとれる。
調査結果からもわかるように、入所中に求職
活動をした者は 2割に過ぎなかった。避難し
てから日にちの経たない就職活動は危険が
多いということがある。また、心身共に傷を
負って避難してくるＤＶ被害者にとって、急
き立てられるような就労支援は無意味であ
り、それ以外に解決すべき問題（離婚問題、
子どもの問題など）を多く抱えている。その
ため、就労以前の支援課題の解決が優先され、
求職までは至らず退所しているケースが多
く見受けられた。 
ＤＶ被害者となった入所者にとって、再就

職活動に困難な要因が多い。就学前の児童を
伴って避難してきているものにとっては、就
労すること自体に困難がある。あるいは、避
難先の慣れない土地での求職活動は一から
の情報収集となる。また、ＤＶ被害者は、夫
の追跡を逃れ身元を隠さなければならない
ことで、当然、行動も制限される。そうした
ことを裏付けるかのように退所時における
生活保護の受給者数が顕著に増加していた。
このような結果は、離職の必然性、心身とも
に回復までに時間が要すること、解決すべき
問題が多いこと、再就職の困難性などの要因
が関係した結果といえるだろう。 
 
(3)支援への課題 
 以上から支援の課題としては次のような
ことが浮かび上がる。就労からの自立支援よ
りも併行して生活再建に向けた包括的な支
援が必要となろう。 
まずは、一時保護期間への検討である。ど

の都道府県も一時保護期間を2週間にしてい
るところがほとんどである。しかし、あまり
にも突然の事態を理解することや避難した
という自分自身の行動を受け入れることに
も時間を要する。まして子どもがいたとすれ
ば子どもに対する罪悪感の感情も伴う。仕事
を探すこともできないどころか次の生活再
建への決心すら揺らぐといった状況のなか
では、2 週間では自立に向けての生活再建を

考えていく期間としては短すぎる。 
第二には、周辺からの支援体制側の DV へ

の理解と充実であろう。具体的、直接的には
被害者と向き合って支援をしていくのは、支
援センターや一時保護所の支援員やワーカ
ーであることが、その周囲の支援の立場の人
にも求められる。例えば、暴力を受けた被害
者が緊急に駆け込むのはまず警察である。そ
の後の被害者保護と支援は市町村レベルに
委ねられることが多い。そうした被害者保護
と支援の直接の窓口が、いかに正しく DV 被
害を理解しているかが被害者の安全を守る
ことにつながると言ってよいだろう。 
また、一時保護施設からの退所時に生活保

護への移行が多い傾向が見られたが、最近の
生活保護受給者に対する画一的な就労支援
の強化への懸念がある。一見、健康そうにみ
える DV 被害者であっても当事者本人の精神
面の回復、安全面の確保には相当な時間を要
する場合もある。ケースワーカーの充分な DV
の理解とケースワークが求められる。 
第三に、社会的孤立への防止である。ＤＶ

被害者は、自分は被害者でありながら、自分
の身を隠さなければならないという特殊な
状況に置かれており、他の社会福祉の援助対
象とは異なる特質を持っている。保護される
以前に、すでに加害者の精神的な暴力によっ
て社会的な行動が制限され、保護された後も、
人の集まるところを避けて行動しなければ
ならなかったり、行動の制限が強化される。
保護された以後も、身の安全は確保されてい
るものの、社会的・精神的に孤立した状態に
なりやすく、「関係の貧困」や社会的孤立に
陥りかねない。 
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